
令和７年度第１回岩手山火山防災協議会 

 

日時: 令和７年12月15日(月) 13時15分～ 

場所: 岩手県庁12階 特別会議室     

次     第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議題 

 ⑴ 説明 

  ア 岩手山入山規制区域への立入り状況について 

  イ 岩手山の活動状況について 

 ⑵ 協議 

  ア 岩手山の入山規制の一部緩和について 

  イ 岩手山の入山規制の一部緩和に伴う安全対策等について 

①  登山者への周知 

②  有事への対応 

  ウ 噴火警戒レベルが１に引き下げられた場合の対応の方向性について 

 ⑶ その他 

４ その他 

５ 閉会 



職　　名 氏　　　名 対面 web 職　　名 氏　　　名

法第４条第２項第１号（都道府県知事及び市町村長）
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岩手県八幡平市 市長 佐々木　孝　弘 ○

岩手県滝沢市 市長 武　田　　　哲 ○

岩手県雫石町 町長 猿　子　恵　久 ○

法第４条第２項第２号（気象台）

仙台管区気象台 台長 鎌　谷　紀　子 ○ 火山対策調整官 樋　渡　秀　一

盛岡地方気象台 台長 蓼　沼　信　三 ○

法第４条第２項第３号（地方整備局）

東北地方整備局 局長 西　村　　　拓 ○

法第４条第２項第４号（陸上自衛隊）

陸上自衛隊東北方面特科連隊 連隊長 松　下　卓　也 ○

法第４条第２項第５号（警察）

岩手県警察本部 本部長 増　田　武　志 ○ 警備部長 前　川　　　剛

法第４条第２項第６号（消防）

盛岡地区広域消防組合消防本部 消防長 瀨　川　浩　樹 ○ 警防課長補佐 田　沼　征　輝

法第４条第２項第７号（火山専門家）

岩手大学 名誉教授 齋　藤　徳　美 ○

岩手大学 元教授 土　井　宣　夫 ○

岩手大学 名誉教授 井良沢　道　也 ○

東北大学 名誉教授 浜　口　博　之 ○

東北大学大学院理学研究科 特任教授 三　浦　　　哲 ○

法第４条第２項第８号（必要と認める者）

国土地理院東北地方測量部 部長 星　野　秀　和 ○

東北森林管理局
盛岡森林管理署

署長 山　口　　　孝 ○ 次長 宍　戸　昭　吾

東北森林管理局
岩手北部森林管理署

署長 庄　司　卓　夫 ○ 次長 九　嶋　　　勉

東北地方環境事務所十和田八幡平
国立公園管理事務所

所長 松　尾　浩　司 ○
盛岡管理官事務所
国立公園管理官

安　野　　　郁

（公財）
盛岡観光コンベンション協会

理事長 谷　村　邦　久 ○

（一社）八幡平市観光協会 会長 田　村　正　彦 ○

（一社）滝沢市観光物産協会 会長 中　島　恒　夫 ○

（一社）しずくいし観光協会 理事長 太田代　敏　彦 ○

※　ＷＥＢ会議システム「Zoom」での参加。 委員 11 8 5 24

令和７年度第１回岩手山火山防災協議会　出席者名簿

機　　関　　名
幹　　　　　　　　事 代　理　出　席　者出席

欠席



岩手山入山規制区域への立入り状況について 

 

 

１ 要旨 

岩手山への立入りについては、次のとおり要領を定め、令和７年７月１日から施行しており、これまでの申請状況等について報告するもの。 

 (１) 岩手山の火山活動に伴う立入規制区域への立入りに関する要領 

    入山規制が行われている区域に調査、研究、施設の維持・管理等のため、入山規制区域に立ち入る際に必要となる事項を定めたもの（(２)に

記載の範囲への立入りの場合を除く。） 

 (２) 岩手山の火山活動に伴う特別立入規制区域への立入りに関する要領 

    西岩手山（大地獄谷・黒倉山から姥倉山）の想定火口から概ね２km の範囲内への立入りに関し必要な事項を定めたもの。 

 

２ これまでの申請状況等 

 (１) 立入規制区域への立入り       

件 数 立入り目的 

15 

・ 登山道の状況確認 

・  避難小屋の清掃 

・ 登山道の維持補修作業 

・ 周辺での公共工事 

 

 (２) 特別立入規制区域への立入り（西岩手山（大地獄谷・黒倉山から姥倉山）の想定火口から概ね２kmの範囲内への立入り） 

件 数 立入り目的 

８ 

・ 計測機器の不具合対応 

・ 火山活動の状況調査 

・  地震及び空振観測機器の設置 

・  救助活動訓練 

 
 

資料１ 
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岩手山入山規制の一部緩和について 

 

 

協議内容 

岩手山火山避難計画では、噴火警戒レベル２の場合、登山者、入山者等への対応として「登山道は入口から立入規制」とされているが、 

岩手山の火山活動は鈍化の傾向が続いており、東側は切迫した状況にはないことから、規制を次のとおり一部緩和する。 

・東側の４登山口（馬返し（滝沢市）、焼走り・上坊（八幡平市）、御神坂（雫石町））から山頂に至る登山道を令和８年７月１日に開放 

・西側の３登山口（七滝・松川（八幡平市）、網張（雫石町））からの入山は引き続き規制 

・東側と西側を往来可能なルートは東側の分岐付近で規制 

 

※イメージ図                            ※岩手山火山避難計画抜粋 

 

 

 

 

レベル 火山活動の状況 住民等の行動及び登山

者・入山者等への対応 

想定される現象

等 

２（火口

周 辺 規

制） 

火口周辺に影響を及ぼ

す（この範囲に入った場

合には生命に危険が及

ぶ）噴火が発生、あるい

は発生すると予想され

る 

火口周辺への立入規制

等 

（登山道は入口から立

入規制） 

住民は通常の生活。 

東岩手山及び西

岩手山の火口か

ら概ね２km 以内

に影響が及ぶ噴

火が発生、また

は予想される 

１（活火

山である

ことに留

意） 

火山活動は静穏 状況に応じて火口内へ

の立入規制等 

火口内で少量の

噴気や火山ガス

等が発生 

資料３ 
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岩手山の入山規制の一部緩和に伴う安全対策等について 

 

１ 登山者への周知 

（１）規制範囲を明示する規制線・看板を関係市町が来春に設置する。県は防災ヘリで資材運搬等を実施する。 

設置場所 費用負担 看板デザイン等 

東側 馬返し登山口 滝沢市 16 ページのとおり。 

焼走り登山口 八幡平市 

上坊登山口 八幡平市 

御神坂登山口 雫石町 

西側 七滝登山口 八幡平市 

松川登山口 八幡平市 

網張登山口 雫石町 

山頂付近 平笠不動東口 八幡平市 17 ページのとおり。 

強風に耐えられるよう固定

方法に留意が必要 
お花畑東口 八幡平市 

鬼が城東口 雫石町 

 

 

 

 

 

資料４ 
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看板の設置場所（山頂付近） 
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注意・規制看板の表示内容案 ※多言語化についても対応予定 

  【規制緩和登山口（例：馬返し）】          【規制継続登山口（例：七滝）】 
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【東西往来分岐（例：平笠不動東口】 
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（２）登山者への周知と緊急時の対応の一本化を図るため、登山届・下山届の様式を共通化し提出を促すとともに、登山アプリの活用を推進 

【登山届案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山者の皆さんへ 
 

 岩手山は、現在も火山活動が継続しており、入山する際には十分な注意が必要

です。 

次の注意事項を遵守して、立入りが認められたコース（焼走り、上坊、馬返し、御

神坂）のみを通行してください。また、自治体等からの避難指示があった際には、

速やかに下山してください。 

 

（ 注 意 事 項 ） 

※ 携帯ラジオや携帯電話を携行し、常に情報収集してください。 

※ 緊急時には、関係市町から「緊急速報メール」が届きますので、携帯電話を確認 

してください。 

※ 登山道以外への立入りは認めません。 

※ 立入りが規制されている場所に立ち入った場合、違反者は罰せられることがあ

ります。 

                                                         
切 り 取 り 線 

-------------------------------------------------------------------------------- 

連絡先 

盛岡西警察署 019-645-0110  八幡平市 0195-74-2111 

岩手警察署  0195-62-0110  滝沢市  019-684-2111 

                        雫石町  019-692-2111 

表 

登山時には登山者カードを、下山時には下山カードを 

各自記入の上、登山箱に投函してください 

 

 

 

 

 

 

切 り 取 り 線 

-------------------------------------------------------------------------------- 

下山カード 

下山月日を記入し下山場所の登山箱に投函してください 

下山月日    月   日  

代表者氏名 

裏 

下山口（該当登山口にレ点チェック）

下山予定日時

□ 午　前 □ 午　前 □ 焼走り □ 御神阪

□ 上坊

□ 午　後 □ 午　後 □ 馬返し

連絡先 － －

連絡先 － －

□ ラジオ 　　－ －

□ その他 （ ）

　　　：　　～

登山者カード

登山者合計　　　　　名

携　帯　品
そ の 他 の 連 絡 機 器

⇒

登山日程
コース
時　間

氏　名

住　所

氏　　名
（代表者）

登山口（馬返し登山口）

登山開始日時

：

月　　　日

携　　帯　　電　　話

月　　　日

登山者名簿

緊急時
連絡先

氏　名

住　所

続　柄
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（３）登山者への周知、規制線の維持管理等を行うため、県・県警・関係市町・山岳協会による巡回等を実施・強化 

   巡回等は７月～10 月にかけて実施し、頻度は関係機関と今後調整 

（４）メディア、ホームページ等へ随時情報提供を行い、最新の情報（規制の情報、巡回の実施等）を発信 

 

２ 有事への対応 

（１）火山活動の急変に備えた連絡・救助訓練を実施 

火山活動が急変した場合の登山者への連絡手段は、関係市町からの「緊急速報メール」を想定している。 

  伝達系統図は次のとおりで、登山者に速やかに伝達できるよう、実際の連絡手段について、規制緩和前に関係機関で確認や伝達訓練を行っていく 

必要がある。登山者に対しては、登山届や各種広報を通じて登山中の携帯電話の所持を呼び掛ける。 

   

 

 

 

 

  

参考（岩手県地域防災計画抜粋） 

（注）二重線の経路は、気象業務法第 15 条の２によって、特別警報の通知もしくは周知

の措置が義務づけられている伝達経路。 

（注）太線及び二重線の経路は、火山現象警報、火山現象特別警報、火山の状況に関す

る解説情報（臨時の発表であることを明記したものに限る）及び噴火速報が発表

された際に、活動火山対策特別措置法第 12 条によって、通報又は要請等が義務付

けられている伝達経路。 

岩手山東側の携帯電話の通信状況について 

・ 各携帯会社のホームページでは、岩手山東側登山道は概ねカバーされている。 

・ また、７月、10 月に実施した現地調査では、携帯電話の電波状態を登山開始から下

山まで定期的に確認したところ、ルート上（馬返し、御神坂）では全て通信状況は良好

であった。 

・ 気象情報伝送処理システム 
・ 電話 19



 

（２）登山アプリ事業者との連携強化による緊急時連絡手段の確保を検討 

（３）立入規制違反者に対する罰則の周知及び悪質違反者への対応手順の整理・共有 

（参考）災害対策基本法（抜粋） 

第 63 条 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある

と認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しく

は禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

２・３ 【略】 

     第 116 条 次の各号のいずれかに該当する者は、10 万円以下の罰金又は拘留に処する。 

(1) 【略】 

(2) 第 63条第１項の規定による市町村長（第 73 条第１項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。）の、第 63 条第

２項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第３項において準用する同条第１項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等

の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者 

【参考】山岳協会からの意見と対応について 

  規制緩和を検討するに当たり、県及び関係市町の山岳協会から御意見を伺った。主な内容及び対応の方向性については以下のとおり。 

区 分 主な意見 対応の方向性 

登山者カード 外国語の併記が必要。 英語以外の外国語も含めた対応を検討する。 

紙の登山届以外に登山アプリの活用も登

山者に促すべき。 

県広報等の様々な媒体で登山アプリの活用を周知する。 

また、登山カード設置場所に登山アプリの QR コードを表示するなどし

て登山アプリの活用を促す。 

登山者への注意喚起事項 安全対策のため、ヘルメット着用を推奨

する注意喚起をするべき。 

ヘルメット着用について、県広報のほか様々な媒体で呼び掛ける。 

また、スポーツ用品店や登山アプリ会社と連携した取組を検討する。 

規制中における施設の維持

管理のための入山手続き 

入山規制区域への入山申請について、土

日祝日での入山や申請書提出期限を前日

までにするなど見直ししてほしい。 

土日祝日の入山は現在も対応可能としている。その他の手続について

も、可能な限り柔軟に対応する。 
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噴火警戒レベルが１に引き下げられた場合の対応の方向性について 

 

 

岩手山の火山活動は全体的に鎮静化の傾向にあり、この状態が継続すれば気象庁において噴火警戒レベルを１に引き下げる可能性がある。 

一方、西岩手山のうち大地獄谷では火山活動が平時より活発であり、小規模な噴火や高温の蒸気の噴出等が発生する可能性も否定できないこと 

から、大地獄谷周辺に限った規制措置の要否について、専門家で構成する「岩手山の火山活動に関する検討会」において検討・評価を行っていた 

だき、本協議会で決定する。 

現時点で、西側想定火口のうち火山活動の活発化が見られる箇所は大地獄谷近辺となっている。噴火警戒レベルが１に引き下げられた後も、当面

の火口周辺規制を検討すべき箇所は大地獄谷が想定される。規制範囲（影響を受ける登山道）としては概ね次のパターンが考えられる。 

 

パターン 規制等の内容 影響を受ける登山道 山頂まで行けない登山口 

パターン１ 規制はせず大地獄谷付近の通行自粛要請 七滝ルート（七滝以降） なし 

パターン２ 大地獄谷付近のみ立入規制 同上 七滝 

パターン３ 大地獄谷中心から半径 300 メートル立入規制 上記に加え黒倉・大地獄谷分岐～御苗代湖 七滝 

パターン４ 大地獄谷中心から半径 500 メートル立入規制 上記に加え黒倉山山頂・鬼ヶ城ルート 七滝・網張・松川 

パターン５ 西側想定火口列立入規制 上記に加え姥倉山山頂・犬倉山山頂 七滝・網張・松川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制弱 

規制強 

資料５ 
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パターン２～パターン４の規制イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大地獄谷 

【規制箇所】 

パターン２： 

パターン３： 

パターン４： 
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